
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

１．現代のまちづくりの共通課題である人口減

少 
 日本の自治体が共通して取り組んでいかなけ

ればならない、まちづくりの最大の課題の１つ

は人口減少対応である。まず改めてその理由を

まとめたい。 
 今の日本では、短期はもちろん、中長期でも

人口が回復する可能性はまずない。出生率の改

善による自然増、外国人の受入による社会増は、

日本全体の人口減少のトレンドを変えるほどの

改善は期待できない。日本人の社会増は他地域

の社会減となるはずで、何の解決にもならない。

地方圏の自治体だけでなく、人口が直近では増

加している大都市圏の自治体のほとんども、10
～数十年先には必ず人口減少局面に入る。自然

増や社会増に励むことは人口減少問題の緩和

(mitigation)にはなるが、それだけでは不十分で

あり、人口減少という現実を受け止めて適応

(adaptation)するまちづくりを考える必要があ

る。 
 また、日本のまちづくりは概して人口増加を

想定して組み立てられている。特に、都市計画

に基づく様々な制度はおしなべて将来の人口増

加を前提としている。区域区分（市街化区域の

設定）は人口増加に応じて市街化区域を拡大し

インフラを整備する制度である。土地区画整理

事業などの市街地開発は、人口増加を受け止め

る保留地・保留床の売却によって事業費を賄う 
 

 
 
 
 
 
 
原理となっている。都市開発を行う事業者に

様々な工夫を促すテコとなる容積率の割増も、

人口増加を前提としている。これらはすべて、

将来の人口が増加しないと成り立たない仕組み

であり、実際に多くの事業が成り立たなくなっ

てきている。 
 人口減少局面が進むに従い、制度と現実が食

い違ってきている。自治体職員である研修生の

方々が、業務を進める過程で「法律や制度が現

場の状況や抱える問題に合っていない」と感じ

るならば、それは全く正しい。自治体職員にと

っては（あるいは国の官僚にとってもそうかも

しれないが）法律や制度を変える働きかけは簡

単ではないが、人口減少によって進んでゆく実

態に何とか対応しなければならない状況にある。 
 
２．公共施設再編・ＦＭ 
 ５年ごとに行われる国勢調査を基に補間補正

した総人口が減少したのは 2009 年である。た

だ、人口減少が実際に多くの自治体の行政にお

いて強く意識され始めたのは 2007 年に夕張市

が財政再建団体に指定されたときくらいではな

いかと思われる。その翌年から、人口減少に対

応して公共施設の再編に本格的に取り組む市町

村が出てくるようになる。 
 人口減少局面で生じるまちづくりの様々な課

題の中でも、例えば空地空家の増加は主に民有

地が対象となり、政策が手を出すのは容易では

ない。他方、都市サービス施設の多くを担う公

共施設はたいてい行政が所有しているから、原

理的には自治体の意思で再編がしやすい。また

公共施設の中で、線的なつながりによって機能

する多くのインフラ（道路、上下水道など）と
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比べ、多くが点的な構造物である狭義の公共施

設、いわゆるハコモノ（小中学校、文化ホール、

図書館、公民館など）は、それぞれが独立に近

い形で機能しているため、人口と需要の減退に

合わせて数や量を減らしやすい。人口減少局面

のまちづくりにおいて、いち早く対応の努力が

進められてきたのが、狭義の公共施設の再編で

ある。 
 公共施設の再編は、多くの自治体でＦＭ（フ

ァシリティマネジメント）と呼ばれ、行財政改

革の流れの中で、一種の運動のように盛り上が

った。神奈川県秦野市、千葉県佐倉市、静岡県

浜松市といった先進自治体では、取組を担う担

当者が活躍した。一方で現在・将来の人口減少

に見合った包括的な方針や計画の策定に尽力し、

他方で個別の公共施設の廃止や再編にも様々な

工夫を凝らして実現にこぎつけた。 
 もちろんこうした取組には大きな困難が伴う。

廃止・再編の対象となる公共施設を利用する市

民は、人口減少によって減るけれどもたいてい

ゼロにはならない。自分たちが利用する施設を

なくそう、減らそうとする取組には反対するだ

ろう。市民だけでなく、議員や、身内であるは

ずの施設所管部局の職員も説得する必要がある。

もちろん首長が協力的でなければ、職員の思い

入れがあっても進展はおぼつかないだろう。人

口減少に対応するまちづくりを進めようとする

担当者の多くは、様々な反対にあいつつも、地

域の将来に対する一種の使命感を持って携わっ

ていた。 
 2012 年には笹子トンネル天井板落下事故が

発生して走行中の自動車に乗っていた９名の一

般人が死亡した。インフラや公共施設の老朽化

の問題が一般市民にも広く知られ、事故の前よ

りもＦＭの重要性がより理解されるようになっ

た。また政府も、2014 年から自治体に公共施設

等総合管理計画の策定を要請し、全体計画は

2017 年までにほぼすべての自治体が策定し終

え、個別施設計画についても現在策定が進めら

れている。 
 しかし、こうした取組にも関わらず、実際に

人口減少に対応した公共施設の再編が進んだか

といえば、心もとないと言わざるを得ない。実

際に多くの自治体で進められているのは、イン

フラと公共施設の長寿命化であり、統廃合を精

力的に進めている自治体は、人口減少の度合い

に比べると多いとは言えない。そして近年は上

述のような先進自治体の中でも、首長の交代な

どによって再編の動きが止まったり鈍ったりす

るところが出始めている。ＦＭの盛り上がりか

ら十数年がたち、ますます勢いを増す人口減少

に対し、公共施設の再編をどのように持続的に

行うかが問われている。 
 

 

 
３．コンパクトシティ 
 人口減少に対するまちづくりでの対応を考え

るとき、最終的には市街地の集約が欠かせない。

公共施設やインフラの量を人口減少に合わせて

再編しても、それらを利用する市民が市域に拡

散して住んでいたのでは、問題は解決しない。

「コンパクトシティ政策」と呼ばれる市街地の

誘導は、人口減少局面のまちづくりにおける、

より高い目標であるといえる。しかしその取組

は上述の公共施設再編に輪をかけて難しい。 
 
 

図１：市町村における人口と公共施設保有量の関係 
（出典）総務省「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりま

とめた一覧表（令和 2年 3月 31日現在）」より筆者集計 



 

 
 2014 年に都市再生特別措置法が改正され、立

地適正化計画の策定が、都市計画区域を持つす

べての市町村に対して要請されるようになった。

その制度の狙いは、市街地の中でも密度の維持

が見込まれる地区を居住誘導区域に指定してそ

の区域への人口の集約を進めるとともに、その

市街地の中心となる地区を都市機能誘導区域に

指定して公共・民間の様々な施設を誘導するこ

とである。都市機能誘導区域へのアクセスを確

保する公共交通の整備・維持を合わせて「コン

パクト・プラス・ネットワーク」という標語で

政策が進められている。 
 市街地の誘導・集約は、コンパクトシティの

実現に不可欠であるが、民有地に誘導すべき、

すべきでないという色分けをすることが不可避

だ。こうした色分けを、当然土地所有者は気に

するだろう。そのため自治体によっては、居住

誘導区域を現在や将来の人口動態に見合わない

ほど広大に設定せざるを得なかったところも多

い。現在のところ、居住誘導区域に指定される

かどうかは、開発の制限やインフラの整備・維

持と特段に特段強く結びつかず、地価への影響

はほとんどないと思われるが、それでも、集約

のための十分な色分けをしなければコンパクト

シティの実現、すなわち人口減少対応のまちづ

くりはおぼつかない。 
 筆者が毎回、研修生のご協力を得て実施して

いるアンケートでは、コンパクトシティが必要

だという回答は過半数だが、可能かと問うとそ

の答えは反転する。特に地方圏の自治体からの

研修生の方々の多くは「可能と思わない」と答

え、自由回答でも、「すでに市街地が拡散した車

社会でコンパクトシティは現実的ではないので

はないか」といった意見が寄せられる。 
 

 

 こうした状況を踏まえ、今後の人口減少局面

のまちづくりは、現実的な落としどころをどこ

に持っていくかといったことが大きな課題にな

ると思われる。災害の激甚化やコロナ禍対応と

いった新たな課題にも対応する必要がある。ま

たデジタル化やＡＩの開発に代表される先進技

術が、人口減少の公共施設・サービスや市街地

の集約の考え方を抜本的に変える「ゲームチェ

ンジャー」になるかもしれない。様々な新たな

前提条件を踏まえて対応する必要が出てくるだ

ろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2：人口減少時代に想定される都市の縮小 
（出典）瀬田史彦(2016)「公共施設再編のその先」『計画行政』39(2)、

pp.33-38 

図 3：自治大学校の研修生（第２部）へのアンケート 
（2020年 12月 24日実施、N=58） 
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